
地方財政審議会付議（決裁）案件

令和８年３月 17 日（火） 

（案件名） 

・ 令和８年度地方債同意等基準・地方債計画の制定について（決裁案件）

（根拠法令は別紙） 

自治財政局地方債課 

新納補佐 （内 23394）  



【根拠法令】 

○ 地方財政法（昭和 23年法律第 109号）（抄） 
（地方債の協議等） 

第五条の三 （略） 

10 総務大臣は、毎年度、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事が第一項

の規定による協議における同意並びに次条第一項及び第三項から第五項まで並びに地方公

共団体の財政の健全化に関する法律第十三条第一項に規定する許可をするかどうかを判断

するために必要とされる基準を定め、並びに第七項各号に掲げる地方債並びに次条第一項

及び第三項から第五項まで並びに同法第十三条第一項の規定により許可をする地方債の予

定額の総額その他政令で定める事項に関する書類を作成し、これらを公表するものとす

る。 

11 総務大臣は、第一項の規定による協議における総務大臣の同意並びに前項に規定する基

準の作成及び同項の書類の作成については、地方財政審議会の意見を聴かなければならな

い。 

（政令への委任） 

第五条の八 第五条から前条までに定めるもののほか、地方債の発行に関し必要な事項は、

政令で定める。 

○ 地方財政法施行令（昭和 23年政令第 277号）（抄） 
 （地方債計画等） 

第二十条 法第五条の三第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 法第五条の三第十項に規定する地方債における起債の目的となる事業の内容を参酌し

て総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額 

二 法第五条の三第十項に規定する地方債における地方債の償還の財源を参酌して総務大

臣が定める区分ごとの予定額の総額 

三 法第五条の三第十項に規定する地方債における地方債の資金に応じて総務大臣が定め

る区分ごとの予定額の総額 

２ 総務大臣は、法第五条の三第十項に規定する基準（第四項において「同意等基準」とい

う。）を定めようとするときは、その基本的事項について、あらかじめ、財務大臣に協議す

るものとする。 

３ 総務大臣は、法第五条の三第十項に規定する書類（次項において「地方債計画」とい

う。）を作成しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 

４ 総務大臣は、毎年度、地方債計画の内容を考慮し、事業区分ごとに、地方債充当率（地

方公共団体が事業を行うに当たり、当該事業に係る経費のうち、地方債をもつてその財源

とする部分の割合の上限となるべき率をいう。）を定め、同意等基準と併せてこれを公表す

るものとする。 
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令和８年度地方債同意等基準・地方債計画の制定について 

令和８年３月 17 日 

自治財政局地方債課 

１．令和８年度地方債同意等基準の制定 

［地方債同意等基準］…総務大臣・都道府県知事が同意・許可をするかどうか 
を判断するために必要とされる基準（法第５条の３第 10項） 

※ 地方債発行の同意・許可権者
・都道府県・指定都市が発行する場合：総務大臣
・一般市町村が発行する場合 ：都道府県知事 

［令和８年度の主な変更点］ 

○ 「高等学校教育改革等推進事業債」を創設。

○ 「公営企業経営改善特例債」を創設。

○ 「農業構造転換集中対策事業」を「一般補助施設整備等事業債」の対象に追加。

○ 「臨時財政対策債」及び「退職手当債」の発行に係る規定を削除。

２．令和８年度地方債計画の制定 

［地方債計画］…総務大臣・都道府県知事が同意・許可をする地方債の予定額 
の総額等に関する書類（法第５条の３第 10項、令第 20条第１項） 

［主なポイント］ 

○ 総額は、９兆4,738億円（前年度比3,835億円増）

○ 高等学校教育改革実行計画に基づいて行われる公立の高等学校等の施設設備の整備に
係る地方単独事業が実施できるよう、高等学校教育改革等推進事業債を創設し、900
億円を計上

（参考）令和８年度地方債充当率 

［地方債充当率］…事業区分ごとに地方債をもってその財源とする部分の割合 
の上限となるべき率（令第 20条第４項） 

［主な例］ 

○ 高等学校教育改革等推進事業債：90％
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令和８年度地方債計画について①

令和８年度地方債計画については、物価高が継続する中、地方公共団体の官公需における適切な価格転嫁の取組の推進が求められて

いることを踏まえ、道路や施設の改修等に係る投資的経費（単独）の確保への対応をするとともに、地方公共団体が緊急に実施する防災・

減災対策、公共施設等の適正管理、地域の脱炭素化、こども・子育て支援、自治体ＤＸ・地域社会ＤＸの推進、地域の実情に応じた高校教

育改革、地域の活性化への取組等を着実に推進できるよう、所要の地方債資金の確保を図ることとする。併せて、東日本大震災に関連す

る事業を円滑に推進できるよう、所要額についてその全額を公的資金で確保を図ることとして、通常収支分、東日本大震災分のそれぞれ

について策定している。

（１） 概況
総額は９兆４，７３８億円となり、前年度に比べて３，８３５億円、４．２％の増となっている。
このうち、普通会計分は６兆１，４４８億円で、前年度に比べて１，８２８億円、３．１％の増、公営企業会計等分は３兆３，２９０億円で、前年度に

比べて２，００７億円、６．４％の増となっている。

（２） 高等学校教育改革等推進事業（仮称）の創設
地方公共団体が、高校教育改革に関する基本方針（グランドデザイン（仮称））を踏まえ、公立高校等における今後の社会・経済の発展を支え

る人材育成に向けた取組を進められるよう、高等学校教育改革等推進事業（仮称）を創設することとし、９００億円を計上している。

（３） 農業構造転換集中対策事業債（仮称）の創設
地方公共団体が、農業構造転換集中対策として国の「別枠予算」により実施する農業農村整備（農地の大区画化等）や共同利用施設の再編

集約・合理化に取り組んでいけるよう、農業構造転換集中対策事業債（仮称）を創設することとし、一般補助施設整備等事業において１５３億円を
計上している。

（４） 公営企業経営改善特例債（仮称）の創設
地方公共団体が、広域化等をはじめとする公営企業の経営改善の取組を円滑に行うことができるよう、これらの取組に伴い公営企業に係る

特別会計の廃止等を行う場合に必要となる一般会計の負担を平準化するため、公営企業経営改善特例債（仮称）を創設（地方財政法を改正）
することとし、一般事業において５０億円を計上している。

（５） 緊急防災・減災事業の推進
令和８年度以降も、地方公共団体が、引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、緊急防災・減災事業を令和１２年度

まで延長するとともに、対象事業を拡充（指定避難所における厨房設備、入浴設備及び洗濯設備の整備等）することとし、５，０００億円を計上して
いる。

（６） 緊急自然災害防止対策事業の推進
令和８年度以降も、地方公共団体が、引き続き緊急に自然災害を防止するための社会基盤の整備に取り組んでいけるよう、緊急自然災害防

止対策事業を令和１２年度まで延長するとともに、対象事業を拡充（災害の発生予防、拡大防止のために実施する橋梁の除却）することとし、
４，０００億円を計上している。

１ 通常収支分
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令和８年度地方債計画について②

（７） 緊急浚渫推進事業の推進
地方公共団体が、緊急に河川等の浚渫を実施できるよう、１，１００億円を計上している。

（８） 公共施設等の適正管理の推進
地方公共団体が、公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけるよう、公共施設等適正管理推進事業において、対象を拡充（集約化・

複合化等に伴う公営住宅等の除却）することとし、４，５００億円を計上している。

（９） 脱炭素化推進事業の推進
令和８年度以降も、地方公共団体が、引き続き地域脱炭素の取組を積極的に実施できるよう、脱炭素化推進事業を令和１２年度まで延長す

るとともに、対象事業を拡充（空調等の各設備を個別に省エネルギー基準に適合させる改修等）することとし、９００億円を計上している。

（10） こども・子育て支援事業の推進
地方公共団体が、地域の実情に応じてこども・子育て支援機能強化のための施設整備・改修、施設の環境改善を速やかに実施できるよう、

４５０億円計上している。

（11） デジタル活用推進事業の推進
地方公共団体が、デジタル技術を活用した行政運営の効率化・地域の課題解決等に向けて情報システムや情報通信機器等の整備に取り組

んでいけるよう、デジタル活用推進事業において、対象事業を拡充（サイバーセキュリティ対策の強化に必要なシステムの整備）することとし、
１，３５０億円（前年度に比べて４５０億円、５０.０％増）を計上している。

（12） 過疎対策事業の推進
資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえつつ、過疎地域の持続的発展に関する施策に取り組んでいけるよう、６，１００億円（前

年度に比べて２００億円、３．４％の増）を計上している。

（13） 地方公営企業による生活関連社会資本の整備の推進
上下水道の老朽化対策をはじめとする、住民生活に密接に関連した社会資本の整備を着実に推進できるよう、所要額を計上している。

（14） 地方債資金の確保
公的資金については、前年度と同程度の割合（全体の４２．５％）を確保している。また、民間等資金については、その円滑な調達を図るた

め、共同発行市場公募債としてグリーンボンドを発行するなど、市場公募地方債の発行を引き続き推進することとしている。

（15） 財政融資資金の償還期限の延長
過疎対策事業のうち、保育所、児童館、認定こども園、高齢者保健福祉施設、障害者（児）福祉施設、市町村保健センター及びこども家庭

センターの整備について、償還期限（現行は１２年以内（据置期間３年以内））を以下のとおり延長することとしている。

① 利率見直し方式について、２５年以内（うち据置期間３年以内）。

② 固定金利方式について、公共施設マネジメント特別分に限り、２５年以内（うち据置期間３年以内）。
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令和８年度地方債計画について③

２ 東日本大震災分

（１） 概況

復旧・復興事業として総額１６億円を計上している。

（２） 地方債資金の確保
東日本大震災分については、その所要額について全額を公的資金で確保することとしている。

【参考１】 通常分・特別分の状況（通常収支分と東日本大震災分の合計）
（単位：億円、％）  

（注）１ 公営企業会計等分はすべて通常分である。
２ 財源対策債については、公共事業等債等の内数である。

区 分
令和８年度 令和７年度 増減額 増減率

(A) (B) (A)-(B) (C) (C)/(B)×100

普通会計分 ６１，４５８ ５９，６３１ １，８２７ ３．１

通  常  分 ５３，７５８ ５１，１３１ ２，６２７ ５．１

特 別 分 ７，７００ ８，５００ △ ８００ △９．４

臨 時 財 政 対 策 債 ０ ０ ０ ０．０

財 源 対 策 債 ７，６００ ７，６００ ０ ０．０

退 職 手 当 債 － ８００ △８００ △１００．０

調 整 １００ １００ ０ ０．０

公営企業会計等分 ３３，２９６ ３１，２８７ ２，２０９ ６．４

総 計 ９４，７５４ ９０，９１８ ３，８３６ △４．２

通 常 分 ８７，０５４ ８２，４１８ ４，６３６ ５．６

特 別 分 ７，７００ ８，５００ △ ８００ △９．４
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令和８年度地方債計画について③

【参考２】 地方債資金の構成内訳（通常収支分と東日本大震災分の合計）

区  分
令和８年度計画 令和７年度計画 差引 増減率

(A) 構成比 (B) 構成比 (A)-(B) (C) (C)/(B)×100

公 的 資 金 ４０，３０８ ４２．５ ３８，７７６ ４２．６ １，５３２ ４．０

財 政 融 資 資 金 ２３，５５８ ２４．９ ２２，６９９ ２５．０ ８５９ ３．８

地方公共団体金融機構資金 １６，７５０ １７．７ １６，０７７ １７．７ ６７３ ４．２

（国の 予算 等貸 付金 ） （ １４０） － （ １７７） － （ △３７） （△２０．９）

民 間 等 資 金 ５４，４４６ ５７．５ ５２，１４２ ５７．４ ２，３０４ ４．４

市 場 公 募 ３４，０００ ３５．９ ３２，６００ ３５．９ １，４００ ４．３

銀 行 等 引 受 ２０，４４６ ２１．６ １９，５４２ ２１．５ ９０４ ４．６

合  計 ９４，７５４ １００．０ ９０，９１８ １００．０ ３．８３６ ４．２

（単位：億円、％）  

（注）１ 市場公募地方債については、借換債を含め６兆３，６００億円（前年度比△５００億円、０．８％減）を予定している。
２ 国の予算等貸付金の（ ）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって合計には含めていない。
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